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に対し が必要

医師１名に対し が必要

通常、病床数２０0床未満の病院を中小病院と呼ぶ

「日本の医療・介護を考える」　　　　　　　　　　　　　　参照（全日病病院のあり方委員会編）



「地域連携体制」のイメージ（脳卒中のケース）
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転院 転院必要に応じ
要介護認定

回復期リハビリ機能

在 宅 で の 生 活
（ケアハウス、有料老人ホームなど多様な居住の場を含む）

在宅医療
（継続的な療養）

管理・指導

地域連携体制について

「日本の医療・介護を考える」　　　　　　　　　　　　　　参照（全日病病院のあり方委員会編）

診療所 一般病院

かかりつけ医機能

など

※

※急性期、回復期、療養期など各機能を担う医療機関それぞれにかかりつけ医がいることも考えられるが、ここでは、身近な地域で日常的な
　医療を受けたり、あるいは健康の相談ができる医師として、患者の病状に応じた適切な医療機関を紹介することをはじめ、常に患者の立場
　に立った重要な役割を担う医師をイメージしている。

薬剤師 その他の職種医 師 看護師 ＭＳＷ
医療ソーシャルワーカー

保健師、管理栄養士

理学療法士・作業療法士

言語療法士、臨床検査技師

臨床工学士、ケアマネージャー

臨床心理士、医療事務等

}

生活リハを含めた療養
を提供する機能

地域の救急医療の機能

各機能との連携



ケアマネージャー

薬　局

情報提供

集約した情報
を 元 に 診 療

適切なケアプラン
の策定

訪問看護
ステーション

歯科医

カンファレンス等で情報共有

（主治医に情報を集約）

主治医

薬剤師

薬　局

口腔内の状況
歯科医療の情報

情報

患 者

訪問看護での状況

情報

服薬指導の内容
飲み忘れ等の状況

情報

在宅の主治医を中心とした情報共有


